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1

こども未来戦略

 「全世代型社会保障構築本部」の下
設置された「こども未来戦略会議
（議長︓首相）」で方針策定

 これまでと次元が異なる少子化対策
の実現に向けて取り組むべき政策強
化の基本的方向を取りまとめたもの
（R5.6 こども未来戦略方針）

こども・子育て支援
加速化プラン

 こども・子育て政策の強化に向けた
集中的な取組・具体的政策

２

こども大綱

 こども基本法に基づき、こども施策の基
本的な方針・重要事項等を定める

 「今後５年程度を見据えたこども施策
の基本な方針及び重要事項等」をこ
ども家庭審議会が答申。

 「目標・指標」を盛り込み閣議決定

こどもまんなか
実行計画（仮称）

 こども大綱の下で進める施策の具体
的内容を示す計画（毎年６月改定）

３
子ども・子育て支援
事業計画

 子ども・子育て支援法に基づき、
教育・保育及び地域子ども・子育て支
援事業の提供体制の確保等を規定

※
川崎市こども・若者の
未来応援プラン
（子・子計画を包含）

 子ども・若者及び子育て支援に関する
本市行政計画

こ ど も施策に関する国の主な動向

●戦略方針策定

●戦略方針内に記載

集中取組期間
（大宗を３年間で実施）

歳出項目実施（プラン実施期間）

●戦略策定

●戦略内に記載？

●中間整理（案）
※こども家庭審議会

●大綱策定

●実行計画策定
計画期間（５年間・毎年6月に見直し有）

概ね５年後に大綱改訂●

●ニーズ調査

第３期計画期間
（５年間・〜令和１１年度）

第２期計画期間
（５年間・令和２年度〜令和６年度）

第２期計画期間
（４年間・令和４年度〜令和７年度）

●子若調査 計画改定●

第３期計画期間
（４年間・〜令和１１年度）中間見直し●

計画改定●

※概要・スケジュール等イメージ

資料２



No. 国の動向等 概要

1
「幼児期までのこども育ちに係る
基本的なヴィジョン（仮称）」
の策定

 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭、地域を含め、大切な理念として目指したい姿や共有したい考え方を「幼児期までのこども育ちに係る基本的な
ヴィジョン（仮称）」として策定し、これに基づき、社会の認識の転換を図りつつ、取組を推進する。

 親の就業の状況にかかわらず、特に３歳未満児の子育て当事者が地域の中で孤立しないよう、認定こども園、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠
点など地域の身近な場を通じた支援を充実する。

2 保育所職員配置基準の改善  １歳児及び４・５歳児の職員配置基準を改善する。（◆１歳児 6︓1⇒ 5︓1 ◆４・５歳児 30︓1⇒25︓1）

3
「こども誰でも通園制度
（仮称）」

 月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称））を
創設する。

 令和６年度は、本格実施を見据えた形での試行的実施をすることとしている
※国の現時点の検討では、０歳６か月〜２歳児の未就園児のいるすべての家庭を対象とすることを想定

4
「こどもの居場所づくりに関する
指針（仮称）」の策定

 誰一人取り残さず、こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、こども・若者の居場所づくりを推進する。
 全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進め、放課後児童ク
ラブの安定的な運営を確保し、待機児童の早期解消を図るとともに、学校施設の利用促進の観点も含め首長部局・教育委員会等の連携を促進す
る等の放課後児童対策に取り組む。

5
妊娠期からの切れ目ない支援
の拡充

 「伴走型相談支援」について、地方自治体の取組と課題を踏まえつつ、継続的な実施に向け制度化の検討を進める。
 産後ケア事業について、利用者負担の軽減措置を本年度から全ての世帯に対象を拡大して実施するとともに、支援を必要とする全ての方が利用でき
るようにするための提供体制の確保に向けた取組を進めるなど、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から実施体制の強化等を行う。

 妊婦に対する寄り添いや心理的ケア、出産支援、産後の生活支援など支援を必要とする妊婦に対する包括的な支援制度（妊産婦等生活援助事
業）を制度に位置付ける。（改正児童福祉法）

6
児童相談所・母子保健等にお
けるＩＣＴ化推進

 児童相談所等におけるＩＣＴ化を推進し、業務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活用を促進するとともに業務負担の軽減を図る。
 医療DXの推進に向けて、母子保健情報のマイナンバーカードを利用した情報連携や、公費負担医療のオンライン資格確認等を進める。

7
児童手当の拡充
【令和6年10月分
（2月支給）から】

 所得制限を撤廃し、全員を本則給付とするとともに支給期間について高校卒業まで延長する。
 多子加算については第三子以降３万円とする。
 実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ
令和６年度中に実施できるよう検討する。

こ ど も施策に関する国の主な動向

〇児童手当拡充による影響額（概算）
・令和６年度（4か月分・１回年度内支給）⇒約３１億円増※市負担分：約 4億9,400万円増
・令和７年度以降（12か月分・３回支給） ⇒約９３億円増※市負担分：約14億7,360万円増














